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市町村立小中学校事務職員の標準的職務内容の改正について（通知） 

 

このことについて，平成２１年１０月６日付け教職第４９１号「市町村立小中学校事務

職員の標準的職務内容について（通知）」により通知しているところですが，学校教育法

の一部改正や働き方改革の推進等を踏まえ,「事務職員の標準的な職務の明確化に係る学

校管理規則参考例等の送付について（通知）」（令和２年７月１７日２初初企第１５号文

部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長・文部科学省初等中等教育局財務課長通

知）を参考に，事務職員の標準的職務内容を別紙のとおり見直しました。 

 教育事務所，市町村（組合）教育委員会においては，通知の趣旨を管内の各学校に周知

願います。また，市町村（組合）教育委員会においては，別添１・２を参考に，事務職員

の標準的職務内容を学校管理規則等に定め明確にすると共に，事務職員が他の教職員との

適切な業務の連携・分担の下，学校組織における唯一の総務・財務等に通じる専門職とし

て，校務運営に主体的・積極的に参画するよう指導願います。 

 

 

岐阜県教育委員会教職員課 小中学校係 
係長 大野 有紀 担当者 中藪 和基 
電話 代表：058－272－1111（内線3527） 





 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
  



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 


